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上質紙（ ％）出力時、モノクロ出力は水平 ・垂直 で、カラー出力は水平 ・垂直 で出力してく
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京田辺市明るい
選挙推進協議会

高
齢
者
に
対
す
る
市

独
自
の
福
祉
施
策
は
あ

る
か
。

高
齢
介
護
課
長

来
年

度
、
介
護
予
防
策
に
力
を
入

れ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

国
保
料
が
高
い
。
国

保
の
基
金
は
２
億
６
０

０
０
万
円
を
超
え
て
い
る
。

国
保
税
の
引
き
下
げ
を
。

助
役

保
険
料
を
値
上
げ

せ
ず
に
何
年
も
ち
こ
た
え
ら

れ
る
か
が
課
題
。
保
険
料
を

引
き
下
げ
る
考
え
は
な
い
。

大
住
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
の
利
用
者
を
市
外

の
来
訪
者
等
へ
も
開
放
す
べ

き
と
考
え
る
が
。

福
祉
部
長

老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
及
び
児
童
館
と
も
、

一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い

る
。
今
後
も
、
ル
ー
ル
に
沿

っ
た
運
営
を
し
た
い
。

大
住
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
の
運
営
協
議
会
を

設
立
し
て
は
ど
う
か
。

福
祉
部
長

宝
生
苑
に
つ

い
て
は
、
現
在
あ
る
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の

中
で
運
営
方
法
等
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

大住ふれあいセンター（サンテラスコーナー）

助
役

児
童
館
は
、
児
童

福
祉
施
設
と
し
て
の
独
自
の

運
営
を
行
っ
て
い
る
の
で
、

市
民
参
加
の
運
営
協
議
会
の

設
置
の
考
え
は
な
い
。

年
度
の
保
育
所
の

待
機
児
童
は
、何
名
か
。

福
祉
部
次
長

私
立
、
公

立
を
含
め
５
名
で
あ
る
。

保
育
所
の
０
、
１
歳

児
の
入
所
が
増
え
る
傾

向
に
あ
る
が
、市
の
対
策
は
。

福
祉
部
次
長

年
度
か

ら
私
立
保
育
園
で

名
の
増

員
、

年
度
に
河
原
保
育
所

で

名
の
増
員
を
予
定
。

来
年
度
、
介
護
保
険

料
の
改
定
は
あ
る
の
か
。

高
齢
介
護
課
長

年
度

か
ら
介
護
保
険
料
を
改
定
。

現
在
作
業
中
で
詳
細
は
未
定
。

市
の
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
設
置
の
考
え
方
は
。

高
齢
介
護
課
長

協
議
中

だ
が
、
現
在
あ
る
４
箇
所
の

在
宅
支
援
セ
ン
タ
ー
は
相
談

窓
口
と
し
て
存
続
さ
せ
た
い
。

山
城
地
区
市
町
村
連

絡
協
議
会
の
繰
越
金
が

増
え
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
。

福
祉
部
長

山
連
の
総
会

で
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法

が
施
行
さ
れ
た
場
合
、

負
担
は
ど
う
な
る
の
か
。

社
会
福
祉
課
長

応
益
主

義
に
な
り
、
利
用
者
１
割
負

担
が
原
則
と
な
る
。

生
活
保
護
世
帯
が
増

え
て
い
る
が
、
ケ
ー
ス

ワ
ー
カ
ー
は
５
名
。増
員
を
。

助
役

増
員
は
難
し
い
。

住
民
基
本
台
帳
の
閲

覧
手
数
料
の
減
免
、
無

料
化
を
。

市
民
課
長

公
共
性
の
高

い
も
の
は
、
一
定
の
範
囲
で

申
請
に
基
づ
き
減
免
し
た
い
。

敬
老
祝
い
品
に
つ
い

て
精
査
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

福
祉
部
長

老
人
ク
ラ
ブ

の
役
員
等
の
意
見
を
伺
っ
て

る
が
、
今
後
、
社
会
福
祉
審

議
会
で
検
討
し
た
い
。

小
・
中
学
校
の
全
ト

イ
レ
の
尿
石
除
去
を
含

め
た
点
検
を
。
日
常
管
理
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
登
用
が

出
来
な
い
か
。

教
育
総
務
課
長

日
常
の

点
検
は
各
校
に
ゆ
だ
ね
て
い

る
の
で
、
教
育
委
員
会
と
し

て
の
点
検
は
難
し
い
。
日
常

管
理
体
制
は
、
今
後
検
討
し

た
い
。
尿
石
除
去
は
計
画
的

に
実
施
。学

校
の
安
全
対
策
に

つ
い
て
の
成
果
は
。

教
育
総
務
課
長

教
室
と

職
員
室
を
結
ぶ
イ
ン
タ
ー
ホ

ン
の
整
備
。
防
犯
備
品
の
拡

充
。
ま
た
、
登
下
校
の
巡
回

の
た
め
学
校
安
全
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
。

学
校
教
育
課
長

ソ
フ
ト

面
で
は
、
危
機
管
理
体
制
の

整
備
と
し
て
教
職
員
の
研
修

等
を
実
施
し
た
。

土
・
日
曜
日
に
学
校

の
校
門
が
開
い
て
い
る

園舎が増築された松井ケ丘幼稚園

こ
と
が
多
い
が
。

教
育
総
務
課
長

休
日
は

運
動
場
等
の
利
用
が
多
い
の

で
開
放
し
て
い
る
。
子
ど
も

が
学
校
に
い
る
間
は
施
錠
し

て
い
る
。草

内
の
一
丁
田
池
の

多
目
的
グ
ラ
ン
ド
整
備

の
進
捗
状
況
は
。

教
育
総
務
課
長

昨
年
度

に
用
地
の
確
保
が
終
了
。
ま

も
な
く
工
事
に
着
手
す
る
。

市
の
教
育
施
設
の
ア

ス
ベ
ス
ト
の
問
題
。
そ

の
後
は
。

教
育
部
長

調
査
の
結
果

を
も
と
に
今
後
の
対
策
を
実

施
す
る
予
定
。

登
下
校
で
の
安
全
対

策
に
つ
い
て
現
状
は
。

学
校
教
育
課
長

箇
所

に
交
通
指
導
員
を
配
置
。
ま

た
、
学
校
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で

名
の
登
録
が
あ
る
。

田
辺
東
小
で
少
人
数

学
級
を
導
入
し
た
が
、

今
後
も
引
き
続
き
実
施
す
る

の
か
。

学
校
教
育
課
長

指
導
方

法
の
工
夫
と
し
て
、
少
人
数

教
育
を
進
め
る
上
で
、
府
の

プ
ラ
ン
を
生
か
し
、
可
能
な

対
応
を
し
て
い
る
。
来
年
度

の
実
施
は
未
定
。

年
度
の
留
守
家
庭

児
童
会
の
見
通
し
は
。

社
会
教
育
課
長

な
る
べ

く
待
機
児
童
は
出
さ
な
い
よ

う
に
し
た
い
。

青
少
年
を
守
る
会
の

新
組
織
の
設
立
な
ど
の

状
況
は
。

社
会
教
育
課
長

任
意
団

体
と
し
て
新
組
織
を
設
立
さ

れ
た
。

年
度
、
市
か
ら
の

補
助
金
支
出
は
し
て
い
な
い
。

図
書
館
の
職
員
体
制

の
現
状
は
。

社
会
教
育
課
長

年
度

は
正
職
員

名
、
臨
時
職
員

６
名
、

年
度
は
、
正
職
員

名
で
あ
る
。

大
住
幼
稚
園
の
園
庭

を
増
設
す
る
考
え
は
。

教
育
教
育
課
長

ス
ペ
ー

ス
の
確
保
が
困
難
な
た
め
、

増
設
は
考
え
て
い
な
い
。

食
の
問
題
は
大
事
。

学
校
給
食
の
自
校
方
式

は
守
る
べ
き
だ
が
。

教
育
総
務
課
長

自
校
炊

飯
で
、
運
営
に
つ
い
て
は
民

間
委
託
も
含
め
て
考
え
た
い
。

普
賢
寺
地
区
で
他
県

の
中
学
に
通
学
し
て
い

る
生
徒
を
本
市
に
通
学
で
き

な
い
か
。

教
育
部
長

以
前
か
ら
契

約
を
締
結
し
て
い
た
経
過
が

あ
る
。
地
元
の
意
見
も
聞
い

て
み
た
い
。

エレベータが設置された田辺東小学校

補補

正正

予予

算算

公
正
、
公
平
な
市
政
運
営

を
主
と
し
て
、
都
市
基
盤
整

備
や
市
民
福
祉
の
向
上
の
た

め
行
財
政
に
配
慮
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
来
ら
れ
た
。
ハ

ー
ド
事
業
だ
け
で
は
な
く
乳

幼
児
医
療
費
の
無
料
化
な
ど
、

ソ
フ
ト
事
業
に
も
積
極
的
か

つ
タ
イ
ム
リ
ー
に
取
り
組
み

を
さ
れ
、
市
独
自
の
施
策
の

実
施
な
ど
高
く
評
価
す
る
。

厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、

目
指
す
都
市
像
の
実
現
に
向

け
努
力
し
て
い
る
こ
と
も
評

価
す
る
。
な
お
、
今
後
、
財

政
改
革
を
進
め
る
に
は
広
く

市
民
啓
発
を
。
ま
た
、
市
民

の
目
線
に
あ
っ
た
行
政
運
営

を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

臨
時
対
策
債
の
押
し
つ
け
、

補
助
金
カ
ッ
ト
や
一
般
財
源

化
な
ど
、
市
の
財
政
を
圧
迫

す
る
国
に
対
し
て
、
市
長
と

し
て
意
見
を
あ
げ
る
べ
き
。

三
山
木
区
画
整
理
事
業
は
今

後
、
投
資
効
果
の
あ
る
見
通

し
と
財
政
計
画
を
持
っ
て
進

め
よ
。
住
民
福
祉
の
向
上
と

い
う
自
治
体
と
し
て
の
役
割

を
守
っ
た
行
政
改
革
に
。
市

民
生
活
が
厳
し
い
今
、
都
市

計
画
税
の
引
き
下
げ
を
。
山

連

へ
の
負
担
金
を
見
直
す

べ
き
。
男
女
共
同
参
画
条
例

制
定
を
早
急
に
。
保
育
所
、

学
童
保
育
の
待
機
ゼ
ロ
へ
施

設
充
実
を
。
介
護
保
険
改
悪

に
よ
る
実
態
調
査
を
す
べ
き
。

行
政
改
革
を
着
実
に
進
め

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま

た
、
行
政
運
営
を
進
め
る
上

で
税
収
の
確
保
は
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
税
の
平
等
性

の
観
点
か
ら
も
収
納
率
の
向

上
を
図
り
、
滞
納
者
に
対
応

す
る
た
め
、
し
っ
か
り
と
し

た
組
織
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

る
。
特
色
を
も
っ
た
市
政
運

営
も
必
要
。
水
道
事
業
会
計

の
健
全
化
に
向
け
、
あ
ら
ゆ

る
角
度
か
ら
の
検
討
も
す
べ

き
で
あ
る
。
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
は
道
づ
く
り
と
考
え

る
。
北
部
地
域
の
重
要
な
基

幹
道
路
と
な
る
都
市
計
画
道

路
池
ノ
端
丸
山
線
の
早
期
の

工
事
着
手
を
。

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
は
市

民
の
信
託
に
応
え
る
も
の
で

あ
り
、
住
み
た
く
な
る
町
で

あ
る
。
最
近
の
松
井
山
手
地

域
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
市
も

行
政
指
導
を
き
ち
ん
と
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

無
駄
な
出
費
を
な
く
し
少

な
い
予
算
で
効
率
的
な
運
営

こ
そ
、
行
政
改
革
で
あ
る
。

公
用
車
の
入
札
方
法
な
ど
入

札
制
度
の
改
革
等
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
大
住
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
の
運
営
方
法
に

つ
い
て
も
見
直
す
べ
き
。

行
政
運
営
が
少
し
低
迷
し

て
い
る
。
汗
水
垂
ら
し
て
頑

張
る
姿
を
市
民
に
見
え
る
よ

う
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
。

き
ち
ん
と
し
た
財
政
計
画

を
立
て
て
、
行
財
政
改
革
を

期
限
と
数
値
的
目
途
を
示
し

て
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。

市
民
参
画
、
協
働
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
、
市
民

自
治
の
実
現
に
条
例
を
。

監
査
委
員
も
行
財
政
全
般

に
対
し
て
、
積
極
的
提
言
が

必
要
。
市
長
は
核
廃
絶
と
平

和
へ
の
姿
勢
を
明
確
に
。

市
民
に
奉
仕
す
る
、
市
職

員
の
意
識
改
革
が
大
切
だ
。

学
校
給
食
で
の
食
育
や
地

産
地
消
の
活
用
拡
大
を
。
障

害
者
自
立
支
援
法
に
対
す
る

市
独
自
の
支
援
策
を
。

自
然
環
境
と
緑
の
保
全
と

住
環
境
を
守
る
積
極
策
を
。

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
の
売
却

問
題
に
関
し
、
処
分
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
、
極
め
て
短

時
間
で
意
思
決
定
が
求
め
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
市
が
購
入

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考

え
た
場
合
、
ま
た
予
想
さ
れ

る
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
、

多
額
の
経
費
が
必
要
と
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。今
後
、

市
民
や
市
議
会
に
必
要
な
情

報
の
提
供
を
。

市
の
消
防
職
員
が
他
町
に

事
務
委
任
を
受
け
、
管
轄
し

て
い
る
が
、
そ
こ
で
市
町
村

合
併
が
施
行
さ
れ
た
場
合
、

今
後
、
職
員
の
身
分
等
に
つ

い
て
長
期
的
な
対
応
、
対
策

が
必
要
で
あ
る
。

年（平成 年） 月 日




